
京都版CCRC 高齢者共生型まちづくり
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住まいから就労、病院、観光、地域コミュニティまで多様な施設が一所に存在する、
多世代の交流の基盤となるまちづくり→若者をどう組み込むのか

介護施設・事業所病院

就労

医療・介護での就労

地域における日常的な交流
（高齢者見守り、子育て支援）

医療・介護サービスの提供

介護予防・健康増進

就農、就労支援

地域の交流・コミュニティー拠点。生活相談、
移住定住相談、高齢者見守り・子育て支援、
観光案内、防犯・防災・地域催事等の生活
情報発信、地元産品の直売など

全ての住民がそれぞれ役割を持ち、相互に交流し支えあえるまちづくり

趣味・生きがい

自然体験、里山トレッキング、社寺参拝、観光ボランティア

多世代交流拠点施設

地域包括ケア
医療連携、地産地消

観光

地域コミュニティ活性化

安心・安全

患者や要介護者も農作業にチャレンジ

住まい

古民家や空き家の活用など



社会と行政の変化の流れ

• トランスフォーム

• コネクト

• インクルーシブ
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• 地域が変身する

• 地域が結びつく

• 全てが包含されていく

• 消費者行政も包含されていくべき
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これからはインクルーシブな行政へこれからはインクルーシブな行政へ

条例
立案過程

住民の
権利保護

全てが繋がった行政へ

新しい公共
(関係機関との協働)

医療・介護・福祉（地域包括ケア）

自殺対策

少子化対策 災害対策

消費者保護

空家対策
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• 専門家を協働の主役に

• 弁護士に見る新しい協働の姿
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弁護士との協働施策弁護士との協働施策

事業名称 連携の概要

京都地域包括ケア推進機構
高齢者が抱える法的問題の解決に
向けての協力・支援等

消費者あんしんチーム事業
消費生活相談の困難案件について、
早期解決を図るために、関係者が
チームを編成し対応

未収債権の適正管理
悪質滞納者等に対する法的措置と
低所得者に配慮した柔軟な対応

自殺ストップセンター
いのちのサポートチーム

自殺に繫がる様々な背景がある相
談に、法的側面からサポート

児童虐待防止ネットワーク
会議

問題事例の法的手続に関する助言
及び代理人としての活動
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弁護士との協働施策（消費者あんしんチーム事業）弁護士との協働施策（消費者あんしんチーム事業）

府

民

相 談

相 談

【府】
○相談あっせん

（広域・専門）
○あんしん

チーム事務局

【市町村】
○相談・

あっせん
【弁護士相談】（助言弁護士）

・Web会議システムを使用した
相談（年105回）
○困難案件への法的助言
○あっせん会議への移行指示

事業者との
あっせん交渉

あっせん
不調

あ
っ
せ
ん
会
議

相
談
受
付
か
ら
３
か
月
以
内
の
解
決
を
目
指
す

弁護士が当事
者双方の歩み
寄りを促し、
最終的に弁護
士３名による
合議により、
あっせん案を
提示する。

【京都府消費生活審議会】
あっせん交渉が不調となっている背景に、法律関係の争いがある場合で、明

確な法的判断を示すことにより問題の解決が図れるものや規範性の高い案件
は、京都府消費生活審議会に付託して､あっせん又は調停による解決を図る。

ホットライン
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集団訴訟（H23）の支援（消費者あんしんチーム）集団訴訟（H23）の支援（消費者あんしんチーム）

未公開株
被害多発

・相談､あっせん
・情報収集､分析

・被害者の掘り起こし
・事業者指導

集団訴訟を支援

チーム対応により、
スピーディな問題解決

京都から悪質
業者を追放

消費者あんしんチーム（弁
護士、府職員等）を設置

・悪質業者に「警告」
・「特別相談会」を実施

・弁護団を結成（５人）
・府も必要な支援を実施

ポイント１

ポイント２

ポイント３
全国初
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• 地域の中に包摂的な組織ができあがってくる

• これをどう使うかが、真の消費者を守る体制の
構築に繋がる
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暮らしを支える地域運営組織に関する調査研究事業報告書』平成28年3月（総務省）より

～新たなコミュニティの形態～

共助としての地域運営組織によるサービス提供

7147



共助としての地域運営組織によるサービス提供
○住民が自ら地域課題の解決に向けた取組を継続的に実践する組織が、高齢者交流サービス、声かけ・見守

り等高齢者の暮らしを支える活動や、子育て支援などに取り組む例が多い。
○地域運営組織（＝総務省地域振興室による調査の定義に当てはまるもの）は、近年は、毎年300団体以上設立されており、合計

の組織数は4,787団体（711市区町村）となっている。

地域の生活や暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心となって形成
され、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織。

具体的には、従来の自治・相互扶助活動から一歩踏み出し、次のような
活動を行っている組織。

総合的なもの 市町村役場の窓口代行、公的施設の維持管理（指定管理な ど
）

生活支援関係 コミュニティバスの運行、送迎サービス、雪かき・雪下ろし、家
事支援（清掃、庭の手入れなど）、弁当配達・給配食サービス、
買い物支援（配達・地域商店運営、移動販売など）

高齢者福祉関係 声かけ・見守り、高齢者交流サービス
子育支援関係 保育サービス、一時預かり

地域産業関係 体験交流事業、名産品・特産品の加工・販売（直売所の設置・
運営など）

財産管理関係 空き家や里山の維持・管理など

※以下のように一般の経済活動の一環として行われているものは調査の対象外。
・ 民間事業者による交通事業
・ 生活協同組合、農業協同組合等による店舗運営、配達・移動販売等
・ 主として介護保険の適用を受ける事業を行っている事業者による介護事業等
・ 学校法人、医療法人、社会福祉法人等による事業（学校・保育所、病院、介

護 施設等）やそれに付帯する送迎等

地域運営組織の定義（総務省地域振興室による調査の定義） 地域運営組織の設立時期等

出典）内閣官房 まち・ひと・しごと創生本部事務局「地域の課題解決のための地域運営組織に関する有識者会議 最終報告」（2016年12月） 72
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「共」に近づく「私」によるニーズ充足の現状と方向性

○ 事業者のサービスを住民が購入するという関係性ではなく、助け合いに近い形でニーズを充足する例が増加。
① 北海道天塩町では、病院所在市までのマイカー相乗りのマッチング事業を企業と提携して実証実験。
② 秋田県湯沢市、奈良県生駒市や長野県川上村では、子どもの送迎など育児の共助を企業と連携して実施。
③ 複数のシルバー人材センターでは、30分～1時間程度の作業をメニュー化し、ワンコイン（500円）で提供。

○
○

ICT利用の普及によりマッチングが容易になり、シェアリングエコノミーの活用（①、②）は今後も増加する可能性。
シェアリングエコノミーではニーズに応じたサービス提供者がいる場合にニーズが満たされる仕組みであるが、

住民生活の維持に不可欠なニーズを持続的、かつ、安定的に充足するためには、③のように、より組織的な仲
介機能が必要になるのではないか。

・国の補助金等による路線の増設・存続は
持続可能性がないという認識
・かかる認識のもと、天塩～稚内間を定常
的に移動する自動車のスペース（空席）を

「相乗り」できないかとの着想にいたる。
↓

・同乗者が移動に要した費用（ガソリン代・
高速道路代）を負担する相乗りマッチング
サービスを導入

秋田県湯沢市、奈良県生駒市
・顔見知り同士が子どもの送迎や託児を共
助するネットの仕組み「子育てシェア」を運営
する株式会社AsMamaと「子育て支援の連携
協力に関する協定」を締結

北海道天塩町

（提携：株式会社notteco）

長野県川上村
・子育て中の女性の家事・育児の一部を子
育て期間を終えた地域住民等が分担する地
域内相互扶助CtoCプラットフォームの実証
実験を実施。【利用料：500円～1,000円／時間】

シルバー人材センターによる
ワンコインサービス

（蒲郡市シルバー人材センター作成リーフレット7） 5
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